
 

本研修会は、法定講習（建築士法第２２条の２に基づく「建築士定期講 

習」、及び第２４条第２項に基づく「管理建築士講習」）ではありません。 

令和６年度 建築士法第２７条の２第７項に基づく  

開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 
一般社団法人 愛媛県建築士事務所協会 

 
 この研修会は、建築士法第２７条の２第７項、並びに愛媛県の「建築士を対象とする講習の指定

に関する要綱」による知事指定に基づく研修として実施するものです。 

建築士事務所の業務に責任をもち契約締結者となる開設者と、建築士事務所を管理し技術的事

項を総括する管理建築士は、建築士事務所の運営はもとより業務委託者に対する責任を負ってお

り、社会変化に応じた最新の法制度や技術等に精通し、その資質を維持・向上していくことが求

められています。 

本研修会は、建築士事務所の管理・運営を適切に行ううえで把握しておくべき重要事項を網羅

した内容となっており、新規に事務所登録する際、また５年ごとの事務所登録の更新の機会に合

わせて受講することで資質の維持・向上を図り、業務委託者の期待に応えるべく業務の適正化や

建築物の質の向上を目指すことを目的としています。事務所登録の更新に合わせて５年間の内に

一度受講されますようお願いいたします。 

１．主   催 （一社）愛媛県建築士事務所協会・（一社）日本建築士事務所協会連合会  

２．受 講 対 象 ・令和７年度（R7年4月からR8年3月）に    

登録更新時期を迎える建築士事務所    の開設者及び管理建築士または 

・１年以内に新規登録を行った事務所     管理的業務に携わる建築士 等 

※その他、どなたでも受講可能です 

３．日   時 令和６年１１月１９日（火） 

９：３０～１６：１０（９：２０～受付開始） 

４．会   場 テクノプラザ愛媛 本館２Ｆ研修室 

松山市久米窪田町337番地1 TEL 089-960-1100 

５．定   員 ５０名（定員になり次第、締切ります。） 

６．受  講  料 １６，０００円（税込み、テキスト代を含む） 

ただし、 (一社) 愛媛県建築士事務所協会 

会員は１３，０００円です。  

７．テ キ ス ト 『建築士事務所の経営と展望』（当日配布） 

８．申 込 方 法 別添申込書に必要事項を記入の上、 

受講料を下記口座に振り込み、払込領収書の写しと申込書を一緒にＦＡＸにて 

お送り下さい。折り返し受講票をＦＡＸにてお送りいたします。 

受講料、申込書を協会に直接ご持参頂いても受付いたします。申込書は当協会の 

ホームページ (https://www.ehimekai.com/)からもダウンロードできます。 

←ＷＥＢ申込も可能、ＱＲコードよりアクセスできます。 

振込先：伊予銀行 松山市役所支店普通預金 口座№ １２０１３４７ 

口座名：一般社団法人 愛媛県建築士事務所協会  

９．申 込 先 (一社)愛媛県建築士事務所協会 〒790-0002 松山市二番町4-1-5 建築士会館3階 

（問合せ先） TEL：０８９-９４５-５２００  FAX：０８９-９４５-５３１８  

10．申 込 期 限 令和６年１１月１１日（月）  

11．ＣＰＤ認定 本研修会は、ＣＰＤ情報提供制度の「特別認定講習」です。  

12．受講証明書 受講修了者には「受講証明書」を交付いたします。  

13．知 事 指 定 令和４年１１月２２日 愛媛県指令 ４建第８０７号 
14．そ の 他 受講料はご欠席の場合でも払い戻しいたしませんので、ご了承下さい。 

なお、テキスト・資料等を後日送付いたします。 

本研修会は、管理建築士になるため１度だけ受講する必要がある「管理建築士講習」（法定講習）ではあり

ません。 

愛媛県知事 
指 定 講 習 
 

※会場付近見取図 
一般駐車場 

 60 台（テクノプラザ） 

80 台（愛媛産業情報センター） 

WEB申込可 



■ 時間割・内容・講師（予定） 

 

    

時 間 研 修 科 目 講 師（予定） 

9:20～ 9:30  受 付  

9:30～ 9:40  10分 あいさつ・研修会趣旨説明 
(一社)愛媛県建築士 

事務所協会役員 

9:40～10:20  40分 【第１章】建築士事務所の責務と業務 
(一社)愛媛県建築士事務所協会 

常務理事  髙橋 朋子 

  ― 休 憩（10分） ―  

10:30～11:40  70分 【第２章】これからの建築士事務所経営 
(一社)愛媛県建築士事務所協会 

副 会 長  正岡 秀樹 

  ― 昼食休憩（60分）―  

12:40～14:00 80分 【第３章】建築士事務所の業務の新しい動向 
(一社)愛媛県建築士事務所協会 

副 会 長  神八 貴幸 

  ― 休 憩（10分） ―  

14:10～15:20 70分 【第４章】トラブル対応とリスク管理 
(有)日事連サービス 

 専務取締役  辻 哲朗 

   ― 休 憩（10分） ―  

15:30～16:10 40分 【地域編】愛媛県からの情報提供 愛媛県建築住宅課職員 

16:10～  受講証明書の交付  

 

この研修会は 

◆管理建築士にとっては… 

 所属建築士として「建築士定期講習」の受講が義務

付けられていますが、本研修会では管理建築士として

要求される建築士事務所の管理に関する事項、および

社会情勢の変化に伴って求められる最新知識を学習

していただくことになります。 

◆建築士でない開設者にとっては… 

 法定講習の義務がないため、建築士事務所の管理・

運営について学ぶ唯一の機会となります。 


